
② の
で
あ
る
。
そ
れ
で
ま
た
ム
ラ
氣
を
出
し
て
箕
宜
に
韓
向
す
る
氣
に
な
り
一

年
の
ば
し
て
も
洋
甕
へ
入
る
か
、
で
な
く
ば
美
術
に
お
さ
ら
ば
し
て
早
稲
田

へ
で
も
と
い
ふ
こ
と
に
腹
の
中
で
決
定
し
て
ゐ
た
が
、
幸
い
お
や
ぢ
が
裳
時

、
、
、
、

の
女
子
美
術
學
校
の
校
長
の
磯
野
義
男
氏
（
今
は
故
人
）
を
知
つ
て
ゐ
た
の
で

「
そ
れ
に
意
見
を
き
け
」
と
云
は
れ
出
か
け
た
。
す
る
と
磯
野
氏
は
天
神
霰

を
し
ご
き
乍
ら
洋
聾
の
今
現
主
義
を
説
き
、
ぜ
ひ
も
う
一
度
束
年
洋
蜜
科
の

、
、
、
、

試
験
を
う
け
ろ
と
云
は
れ
、
そ
れ
に
は
黒
田
清
輝
先
生
の
世
話
を
し
て
を
ら

れ
る
溜
池
研
究
所
（
今
の
葵
橋
研
究
所
）
へ
通
つ
て
デ
ッ
サ
ン
を
も
っ
と
み

っ
ち
り
勉
強
す
る
こ
と
を
数
へ
ら
れ
た
。
そ
し
て
親
切
に
黒
田
先
生
へ
紹
介

状
を
か
い
て
呉
れ
た
。
何
事
も
自
分
自
身
で
判
然
と
決
定
し
に
く
い
程
美
術

そ
の
も
の
に
暗
か
っ
た
自
分
は
磯
野
氏
の
言
れ
る
ま
4

に
黒
田
先
生
を
尋
ね

た
。
明
治
四
十
一
年
六
月
夏
休
の
四
五
日
前
だ
っ
た
。

文
庫
移
転
と
文
庫
規
則
改
正

文
庫
と
は
本
校
所
蔵
の
図
書
、
標
本
お
よ
び
生
徒
成
績
品
を
収
蔵
す
る
所
で

あ
る
。
文
庫
の
名
称
が
本
校
の
記
録
文
献
に
登
場
す
る
の
は
『
東
京
美
術
学
校

一
覧
繍
麟
ニ
サ
昇
』
が
最
初
で
、

「
敷
地
及
建
物
」
の
項
に
「
文
庫
二
十
七
坪

九
合
七
勺
六
オ
、
図
書
閲
覧
室
十
八
坪
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
上
記
一
覧
に
は

明
治
三
十
二
＼
三
十
三
年
の
分
か
ら
敷
地
建
物
略
図
が
添
付
さ
れ
る
よ
う
に
な

る
が
、
こ
れ
を
見
る
と
文
庫
（
面
積
は
前
と
同
じ
。
）
は
煉
瓦
造
り
二
階
建
て
で
、

こ
れ
に
閲
覧
室
（
十
五
坪
）
と
文
庫
掛
室
（
三
坪
）
が
附
設
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら

の
建
物
は
本
館
（
明
治
四
十
四
年
焼
失
）
の
裏
手
に
あ
り
、
長
い
廊
下
で
本
館
と
繋

が
っ
て
い
た
。
閲
覧
室
は
そ
の
後
拡
張
さ
れ
、
明
治
三
十
八
ー
三
十
九
年
頃
は

三
十
四
坪
と
な

っ
て
い
る
。

こ
の
文
庫
お
よ
び
閲
覧
室
は
「
東
京
美
術
学
校
近
事
」

(344
頁
）
に
記
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
、
明
治
三
十
九
年
七
月
に
旧
帝
国
図
書
館
の
建
物
煉
瓦
造
り
三
階

建
と
同
二
階
建
に
移
転
し
た
。
か
く
て
、
面
積
が
大
幅
に
拡
大
さ
れ
た
と
こ
ろ

で
管
理
体
制
が
整
備
さ
れ
、
明
治
三
十
二
年
九
月
創
定
の
文
庫
規
則
(22
頁
）
は

次
の
よ
う
に
改
正
さ
れ
た
。

東
京
美
術
學
校
文
庫
規
則
明
治
三
十
九
年
十
一
月
改
正

東
京
美
術
學
校
文
庫
ハ
本
校
所
有
ノ
固
書
標
本
及
生
徒
成
績
品
を

牧
蔵
ス
ル
所
ト
ス

第
二
條
牧
蔵
品
ヲ
分
テ
左
ノ
五
種
ト
ス

第

一

種

通

常

闘

書

第

二

種

貴

重

圏

書

第
一
一
一
種
通
常
標
本

第

四

種

貴

重

標

本

第

五

種

生

徒

成

績

品

第
三
條
本
校
ノ
職
員
、
卒
業
生
、
生
徒
ハ
文
庫
所
蔵
品
ヲ
閲
覚
ス
ル
コ
ト

ヲ
得

篤
志
ノ
研
究
者
ニ
ッ
テ
許
可
ヲ
得
タ
ル
モ
ノ
モ
亦
同
ジ

閲
覧
者
ハ
閲
究
ノ
場
所
及
手
績
二
就
キ
テ
ハ
凡
テ
文
庫
掛
員
ノ
指
示
二
従

フ
ベ
ッ

第
四
條
第
二
種
及
第
四
種
ノ
貴
重
品
ハ
閲
覧
ヲ
許
サ
ザ
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
シ

第
五
條
文
庫
掛
員
ノ
外
文
庫
内
二
入
リ
所
蔵
品
ヲ
検
索
シ
叉
ハ
出
納
ス
ル

ヲ
許
サ
ス

第
六
條
文
庫
所
蔵
品
ヲ
閲
覧
セ
ン
ト
ス
ル
モ
ノ
ハ
豫
メ
閲
覧
票
ノ
交
付
ヲ

受
ク
ベ
シ

第
一
條
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前
條
二
依
リ
数
室
ノ
常
備
ト
ス
ル
岡
書
標
本
等
ハ
直
二
其
赦
室

篤
志
ノ
研
究
者
ニ
シ
テ
閲
覧
セ
ン
ト
ス
ル
モ
ノ
ハ
豫
メ
其
旨
ヲ
校
長
二
願

出
ッ
ベ
シ

第
七
條

ト
ヲ
得
ズ

閲
覧
者
ニ
シ
テ
室
外
二
出
ヅ
ル
ト
キ
ハ
一
應
閲
覧
品
ヲ
返
納
ス
ベ
シ

第
八
條
閲
覧
日
時
左
ノ
如
シ

但
時
宜
二
依
リ
嬰
更
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
ッ

自
九
月
十
一
日
至
十
月
―
―
-
+
―
日

自
十
一
月
一
日
至
翌
年
三
月
末
日

閲
覧
者
ハ
閲
覧
票
ヲ
携
帯
ス
ル
ニ
ア
ラ
ザ
レ
バ
閲
覧
室
二
入
ル
コ

自
四
月
一
日

惹
ト
ス
ベ
シ

第
十
一
條

至
七
月
十
日

至
九
月
十
日

午
前
八
時
ョ
リ
午
後
九
時
マ
デ

午
前
八
時
半
ョ
リ
午
後
九
時
マ
デ

午
前
八
時
ョ
リ
午
後
九
時
マ
デ

午
前
八
時
ョ
リ
正
午
マ
デ

―
―
―
十
日
間

自
七
月
十
一
日

第
九
條
定
期
閉
鎖
日
左
ノ
如
シ

但
臨
時
閉
鎖
日
ハ
其
都
度
之
ヲ
掲
示
ス
ベ
ッ

自

一

月

一

日

自

十

二

月

二

十

五

日

歳
首

至

同

月

七

日

至

同

月

三

十

一

日

日
曜
日
及
祝
祭
日

本
校
設
置
紀
念
日

曝
書
期
夏
期
休
業
中

第
十
條
各
科
赦
室
二
於
テ
数
科
用
二
供
ス
ル
タ
メ
岡
書
標
本
等
ヲ
其
赦
室

ノ
常
備
ト
ス
ル
必
要
ア
ル
ト
キ
ハ
数
室
ノ
主
任
又
ハ
撥
任
者
證
印
ノ
上
其

赦
室
ノ
常
備
ト
ナ
ス
コ
ト
ヲ
得

但
闘
書
標
本
等
ハ
各
科
共
通
ノ
便
ヲ
闘
リ
且
取
締
ヲ
厳
ニ
ス
ル
必
要
ア

ル
ヲ
以
テ
已
ム
ヲ
得
ザ
ル
場
合
ニ
ア
ラ
ザ
レ
バ
常
備
ト
ナ
サ
ザ
ル
ヲ
主

歳
末

返
納
期
日
其
他
規
定
ノ
手
績
ヲ
怠
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
爾
後
閲
覧
及

ノ
監
守
簿
二
記
入
シ
主
任
又
ハ
擦
任
者
證
印
ッ
物
品
會
計
規
則
二
依
リ
テ

保
管
ノ
責
二
任
ゼ
ツ
ム

第
十
二
條
前
條
ノ
主
任
叉
ハ
擁
任
者
交
迭
ス
ル
ト
キ
ハ
文
庫
掛
員
立
會
ノ

上
監
守
簿
二
照
ッ
更
二
之
ヲ
後
任
者
二
引
織
ノ
手
徴
ヲ
ナ
ス
ペ
シ

第
十
三
條
赦
室
常
備
ノ
圏
書
標
本
等
ハ
毎
年
七
月
十
日
限
リ
文
庫
掛
へ
返

納
ス
ペ
シ

第
十
四
條
授
業
上
必
要
ノ
為
メ
本
校
ノ
名
義
ヲ
以
テ
他
ョ
リ
借
入
レ
又
ハ

保
管
預
リ
ヲ
為
シ
タ
ル
園
書
標
本
等
ハ
穂
テ
本
校
所
有
ノ
モ
ノ
ト
同
一
ノ

取
扱
ヲ
ナ
ス
ベ
ッ

但
他
ョ
リ
借
入
レ
タ
ル
物
品
ハ
一
切
校
外
帯
出
ヲ
許
サ
ズ

第
十
五
條
公
私
ノ
圏
憫
其
ノ
他
ノ
モ
ノ
ョ
リ
園
書
標
本
等
ノ
帯
出
閲
覧
ヲ

請
フ
コ
ト
ア
ル
ト
キ
ハ
文
庫
掛
ハ
其
期
間
ヲ
明
記
シ
タ
ル
願
書
ヲ
徴
シ
校

長
ノ
命
ヲ
承
ケ
テ
之
ヲ
虞
理
ス
ベ
シ

第
十
六
條
帯
出
閲
究
中
ノ
物
品
卜
雖
モ
本
校
二
於
テ
要
用
ァ
ル
ト
キ
ハ
随

時
返
納
セ
ジ
ム
ベ
シ

第
十
七
條
帯
出
閲
覧
中
ノ
モ
ノ
旅
行
七
ソ
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
期
限
内
卜
雖
モ

旅
行
前
一
旦
現
品
ヲ
返
納
ス
ペ
シ

職
員
ニ
シ
テ
退
職
若
ク
ハ
轄
職
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
直
二
其
借
受
セ
ル
圏
書
標

本
等
ヲ
返
納
ス
ベ
シ

第
十
八
條
凡
テ
閲
覧
中
ノ
圏
書
標
本
等
ハ
他
二
轄
貸
ス
ル
ヲ
許
サ
ズ

第
十
九
條
圏
書
標
本
等
ハ
穂
テ
鄭
重
二
取
扱
フ
ベ
シ
誤
テ
之
ヲ
亡
失
シ

或
ハ
汚
染
毀
損
セ
ル
ト
キ
ハ
同
一
品
若
ク
ハ
相
嘗
ノ
代
債
ヲ
以
テ
之
ヲ
辮

償
セ
ッ
ム
ベ
シ

第
二
十
條
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③
 借

覧
ヲ
停
止
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ペ
シ

（『東
京
美
術
学
校
一
覧
闘
紐
匹
誌
[
』
)

美
術
局
設
置
運
動
の
成
果

明
治
三
十
年
代
に
入
っ
て
高
ま
っ
た
美
術
界
、
教
育
界
に
お
け
る
美
術
奨
励

促
進
運
動
な
い
し
美
術
局
設
置
運
動
や
そ
の
間
の
正
木
直
彦
の
活
動
に
つ
い
て

は
す
で
に
述
べ
た
が
、
政
府
が
こ
の
よ
う
な
運
動
に
対
し
て
漸
<
―
つ
の
回
答

を
出
し
た
の
は
日
露
戦
争
後
の
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
明
治
三
十
九
年
一

月
、
第
一
次
西
園
寺
（
公
望
）
内
閣
が
成
立
し
、
牧
野
伸
顕
が
文
部
大
臣
と
な
っ

た
が
、
こ
の
と
き
文
部
省
は
美
術
奨
励
の
た
め
の
予
算
案
を
編
成
し
た
。
後
出

の
正
木
の
談
話
に
あ
る
七
万
円
の
予
算
は
こ
れ
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
の
文
部
省
の
動
き
は
い
よ
い
よ
懸
案
の
美
術
奨
励
機
関
が
新
設
さ
れ
る
前

振
れ
と
し
て
一
般
に
受
け
取
ら
れ
、
期
待
が
高
ま
っ
た
。
同
年
七
月
十
五
日
の

『
国
民
新
聞
』
に
掲
載
さ
れ
た
「
某
美
術
家
」
の
「
美
術
と
学
士
院
」
と
題
す

る
論
説
は
「
美
術
院
」
設
置
の
急
務
な
る
こ
と
を
訴
え
る
内
容
の
も
の
で
あ
る

が
、
こ
れ
が
『
東
京
美
術
学
校
校
友
会
月
報
』
や
『
美
術
新
報
』
に
転
載
さ
れ
て
い

る
の
は
、
美
術
界
の
期
待
の
強
さ
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
牧
野
文
相
の
、

決
し
て
世
間
の
偉
ふ

要
は
斯
業
の
奨
拗
と
審
査
を
な
さ
ん
と
す
る
に
あ
り

る
如
く
初
よ
り
美
術
院
な
ど
い
ふ
如
き
大
袈
裟
な
る
も
の
を
設
け
ん
と
す
る

に

あ

ら

ず

随

つ
て
豫
算
の
如
き
も
僅
少
の
創
業
費
を
請
求
し
た
る
に
過
ぎ

ず
、

（『美
術
新
報
』
第
五
巻
第
二
十
号
《
明
治
四
十
年
一
月
五
日
》
所

載
『
東
京
毎
日
新
聞
』記
事
）

と
い
う
消
極
的
な
発
言
が
示
す
よ
う
に
、
七
万
円
の
予
算
案
は

一
万
円

展
覧
会
創
設
費
）
に
削
減
さ
れ
、
議
会
で
承
認
さ
れ
た
。
美
術
界
の
期
待
に
反
し

て
美
術
局
な
い

し
美
術
院
の
設
置
は
ま
た
し
て
も
先
き
送
り
と
な
っ
た
が
、
兎

も
角
、
こ
れ
に
よ
っ
て
明
治
四
十
年
夏
に
は
美
術
審
査
委
員
官
制
が
公
布
さ

れ
、
秋
に
は
第
一
回
文
部
省
美
術
展
覧
会
（
文
展
）
が
開
催
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
文
部
省
の
官
設
展
覧
会
計
画
は
大
い
に
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を
賑

わ
せ
た
。
『
報
知
新
聞
』
は
明
治
四
十
年
一
月
二
十
七
日
か
ら
二
月
十
四
日
に

か
け
て
「
美
術
と
文
部
省
」
と
い
う
シ
リ
ー
ズ
を
連
載
し
、
末
松
謙
澄
、
金
子

堅
太
郎
、
黒
田
清
輝
、
久
米
桂
一
郎
、
正
木
直
彦
ら
有
識
者
の
見
解
を
紹
介
し

て
い
る
。
そ
の
う
ち
特
に
資
料
的
価
値
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
正
木
の
談
話
を
こ

こ
に
転
載
し
て
お
く
。

0
美
術
と
文
部
省

正
木
直
彦
氏
の
談

今
回
の
文
部
省
豫
算
は
宜
は
余
の
案
で
、
七
萬
薗
編
入
し
た
の
で
あ
る
が
一

萬
圏
に
削
ら
れ
た
、
余
は
常
に
考
ふ
、
藝
術
な
る
も
の
4

進
歩
は
日
に
月
に

駿
々
乎
と
し
て
止
ま
ぬ
の
で
あ
る
か
ら
、
此
等
の
作
品
に
到
し
頻
繁
に
公
平

な
る
審
査
を
遂
げ
等
級
の
格
付
け
を
す
る
必
要
を
認
む
、
此
の
如
き
一
大
事

業
は
政
府
の
手
に
待
た
ざ
る
を
得
ぬ
が
、
明
治
十
年
の
第
一
回
勧
業
博
覧
會

以
来
僅
か
五
回
の
博
覧
會
に
審
査
し
格
付
け
し
た
る
の
み
、
五
年
目
開
會
が

規
定
な
る
に
、
六
年
目
七
年
目
に
延
期
さ
る
A

こ
と
さ
へ
あ
り
甚
だ
以
て
遺

憾
と
す
る
所
で
あ
る
、

彼
の
農
産
物
の
如
き
は
地
方
聯
合
共
進
會
の
下
に
開
會
さ
れ
全
國
殆
ど
年
々

ひ
と
り

開
會
さ
る
4
繹
だ
、
獨
藝
術
に
於
け
る
競
技
の
方
法
な
き
よ
り
嘗
業
者
は
待

（
官
設
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